
政
令
第
八
十
九
号

厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下

「
医
療
介
護
総
合
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
保
健
医
療
等
情
報
を
正
確
に
連
結
す
る
た
め
に
必
要

な
情
報
の
提
供
（
以
下
「
連
結
情
報
提
供
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
十
一
号
中
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十

四
号
。
以
下
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
九
条
第
二
号
中
「
第
八
十
九
条
第
二
号
」
を
「
第
八
十
六
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
十
五
号
中
「
第
百
九
条
第
十
五
号
」
を
「
第
百
九
条
第
十
六
号
」
に
改
め
る
。



第
十
六
条
中
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
号

と
す
る
。

第
三
十
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
三
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置

関
係
業
務
（
第
百
二
十
条
第
五
号
に
お
い
て
「
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
に
限

る
。
）
。

第
四
十
一
条
第
二
号
中
「
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
」
を
削
る
。

第
八
十
六
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

三

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
十
九
条
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
そ
の
他
の
労
働
者
の
家
族
問
題

に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。



第
百
九
条
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号

中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
第
四
十
条
の
五
の
規
定
」
に
、
「
及
び
同
法
」
を
「
並
び
に
同
法
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
五

号
と
し
、
同
条
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
六
号
中

「
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号

を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規

定
す
る
障
害
支
援
区
分
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
十
一
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
百
二
十
条
第
五
号
中
「
こ
と
（
」
の
下
に
「
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
関
係
業
務
、
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


